
特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化
に関する特別措置法（平成２１年法律第６４号）について

■制定の背景・目的
タクシーは、鉄道・バス等とともに、我が国の地域公共交通を形成する重要な公共交通機関である。

しかしながら、タクシー事業を巡っては、長期的に需要が減少傾向にある中、タクシー車両が増加している
ことなどにより、地域によっては、収益基盤の悪化や運転者の賃金等の労働条件の悪化等の問題が
生じており、タクシーが地域公共交通としての機能を十分に発揮することが困難な状況にある。
こうした状況において、平成２０年１２月１８日に交通政策審議会から「タクシー事業を巡る諸問題への

対策について」が答申され、タクシーの機能を維持、活性化するために現時点で必要と考えられる対策が
示された。
本法律は、以上を踏まえ、所要の措置を講ずるものである。

＜特定地域の協議会による地域計画の作成及び実施＞
○特定地域において、地方運輸局長、地方公共団体の長、タクシー事業者、
タクシー運転者、地域住民等の地域の関係者は、協議会を組織し、
特定地域におけるタクシー事業の適正化及び活性化を推進するための
計画（「地域計画」）を作成することができる。

○地域計画には、次に掲げる事項について定める。
・タクシー事業の適正化及び活性化の推進に関する基本的な方針
・地域計画の目標
・地域計画の目標を達成するために行う事業及びその実施主体に
関する事項

○地域計画は、都市計画その他地域の交通に関する計画と調和が保たれ、
市町村が定める基本構想に即したものでなければならない。

○地域計画の実施に関し必要な事項を定める。

＜特定事業計画の作成＞
○特定地域のタクシー事業者は、単独で又は共同で、地域計画に即して
タクシー事業の適正化及び活性化に資する取組み（「特定事業」）を実施する
ための計画（「特定事業計画」）を作成し、国土交通大臣の認定を受ける
ことができる。

○特定事業計画には、事業譲渡、合併、減車等（「事業再構築」）について
定めることができる。

○国土交通大臣は、共同で行う事業再構築が定められている特定事業計画を
認定する際は、必要に応じて、公正取引委員会と調整を行う。

■概要

＜特定地域の指定等＞
○国土交通大臣は、供給過剰の進行等によりタクシーが地域公共交通
としての機能を十分に発揮できていない地域を「特定地域」として指定
する。

○都道府県知事及び市町村長は、国土交通大臣に対して、特定地域の指定
を行うよう要請することができる。

○国は、特定地域におけるタクシー事業の適正化を推進するため、検査、
処分その他の監督上必要な措置を的確に実施する。

＜特定地域における道路運送法の特例＞
○特定地域において、増車を行おうとする場合は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

＜その他＞
○特定地域においては、タクシー事業者とその団体は、タクシー事業の適正化及び活性化のために
必要な措置を講ずるように努めなければならない。

○政府は、道路運送法に基づく制度の在り方、運転者登録制度等の在り方について検討を加え、
その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

○道路運送法に規定する運賃及び料金の認可基準のうち「適正な原価に適正な利潤を加えたものを
超えないもの」とあるのを、当分の間、「適正な原価に適正な利潤を加えたもの」とする。

<特定地域>

タクシー事業者による
特定事業計画の作成

事業
再構築特定事業

国土交通大臣の認定

公取委と調整

協議会の設置

協議会による
地域計画の作成

資料５



○
道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
の
一
部
改
正

（

の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
運
賃
及
び
料
金
）

（
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
運
賃
及
び
料
金
）

第
九
条
の
三

一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
旅
客
の
運
賃
及
び
料
金
（

第
九
条
の
三

一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
旅
客
の
運
賃
及
び
料
金
（

旅
客
の
利
益
に
及
ぼ
す
影
響
が
比
較
的
小
さ
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定

旅
客
の
利
益
に
及
ぼ
す
影
響
が
比
較
的
小
さ
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定

め
る
料
金
を
除
く
。
）
を
定
め
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

め
る
料
金
を
除
く
。
）
を
定
め
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
同
様
と
す
る
。

な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
同
様
と
す
る
。

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
認
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
の
基
準
に
よ

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
認
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
の
基
準
に
よ

つ
て
、
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
て
、
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

能
率
的
な
経
営
の
下
に
お
け
る
適
正
な
原
価
に
適
正
な
利
潤
を
加
え
た
も
の

一

能
率
的
な
経
営
の
下
に
お
け
る
適
正
な
原
価
に
適
正
な
利
潤
を
加
え
た
も
の

を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

特
定
の
旅
客
に
対
し
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
を
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

二

特
定
の
旅
客
に
対
し
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
を
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

三

他
の
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
と
の
間
に
不
当
な
競
争
を
引
き
起
こ
す

三

他
の
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
と
の
間
に
不
当
な
競
争
を
引
き
起
こ
す

こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

運
賃
及
び
料
金
が
対
距
離
制
に
よ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
国
土
交
通
大
臣
が
そ

四

運
賃
及
び
料
金
が
対
距
離
制
に
よ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
国
土
交
通
大
臣
が
そ

の
算
定
の
基
礎
と
な
る
距
離
を
定
め
た
と
き
は
、
こ
れ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ

の
算
定
の
基
礎
と
な
る
距
離
を
定
め
た
と
き
は
、
こ
れ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

と
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

附

則

附

則

１

こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
（
但
書
略
）

こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
（
但
書
略
）

２

第
九
条
の
三
第
二
項
第
一
号
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
「
加
え
た
も

の
を
超
え
な
い
も
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
加
え
た
も
の
」
と
す
る
。
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（

の
部
分
は
政
府
提
出
法
案
に
対
す
る
衆
議
院
に
お
け
る
修
正
部
分
）

特
定
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
に
関
す
る
特
別
措
置
法

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
三
条
）

第
二
章

基
本
方
針
等
（
第
四
条
―
第
七
条
）

第
三
章

地
域
計
画
の
作
成
及
び
実
施
（
第
八
条
―
第
十
四
条
）

第
四
章

特
定
地
域
に
お
け
る
道
路
運
送
法
の
特
例
（
第
十
五
条
）

第
五
章

雑
則
（
第
十
六
条
―
第
二
十
条
）

第
六
章

罰
則
（
第
二
十
一
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
が
地
域
公
共
交
通
と
し
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
地
域
の
状
況



2

に
応
じ
て
、
地
域
に
お
け
る
輸
送
需
要
に
対
応
し
つ
つ
、
地
域
公
共
交
通
と
し
て
の
機
能
を
十
分
に
発
揮
で
き
る
よ
う
に
す

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
国
土
交
通
大
臣
に
よ
る
特
定
地
域
の
指
定
及
び
基
本
方
針
の
策
定
、
特
定
地
域

に
お
い
て
組
織
さ
れ
る
協
議
会
に
よ
る
地
域
計
画
の
作
成
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
に
よ
る

特
定
事
業
等
の
実
施
並
び
に
特
定
地
域
に
お
け
る
道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
の
特
例
に
つ
い
て

定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
特
定
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
を
推
進
し
、
も
っ
て

地
域
に
お
け
る
交
通
の
健
全
な
発
達
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
」
と
は
、
道
路
運
送
法
第
三
条
第
一
号
ハ
の
一
般
乗
用
旅

客
自
動
車
運
送
事
業
を
い
う
。

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
」
と
は
、
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者

を
い
う
。

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
」
と
は
、
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
が
行
う
旅
客
の
運
送

を
い
う
。
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４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
地
域
公
共
交
通
」
と
は
、
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法

律
第
五
十
九
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
地
域
公
共
交
通
を
い
う
。

５

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
地
域
」
と
は
、
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
地
域
を
い
う
。

６

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
事
業
」
と
は
、
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
つ
い
て
、
利
用
者
の
選
択
の
機
会
の
拡

大
に
資
す
る
情
報
の
提
供
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
運
行
の
管
理
の
高
度
化
、
利
用
者
の
特
別
の
需
要
に
応
ず
る
た

め
の
運
送
の
実
施
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
輸
送
需
要
に
対
応
し
た
合
理
的
な
運

営
及
び
法
令
の
遵
守
の
確
保
並
び
に
運
送
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
及
び
輸
送
需
要
の
開
拓
を
図
り
、
も
っ
て
一
般
乗
用
旅
客

自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
に
資
す
る
事
業
を
い
う
。

７

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
事
業
用
自
動
車
」
と
は
、
道
路
運
送
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
事
業
用
自
動
車
を
い
う
。

（
特
定
地
域
の
指
定
）

第
三
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
特
定
の
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
次
に
掲
げ
る
状
況
に
照
ら
し
て
、

当
該
地
域
の
輸
送
需
要
に
的
確
に
対
応
す
る
こ
と
に
よ
り
、
輸
送
の
安
全
及
び
利
用
者
の
利
便
を
確
保
し
、
そ
の
地
域
公
共

交
通
と
し
て
の
機
能
を
十
分
に
発
揮
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
当
該
地
域
の
関
係
者
の
自
主
的
な
取
組
を
中
心
と
し
て
一
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般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
を
推
進
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
特

定
の
地
域
を
、
期
間
を
定
め
て
特
定
地
域
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

供
給
過
剰
（
供
給
輸
送
力
が
輸
送
需
要
量
に
対
し
過
剰
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。
）
の
状
況

二

事
業
用
自
動
車
一
台
当
た
り
の
収
入
の
状
況

三

法
令
の
違
反
そ
の
他
の
不
適
正
な
運
営
の
状
況

四

事
業
用
自
動
車
の
運
行
に
よ
る
事
故
の
発
生
の
状
況

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
特
定
地
域
に
つ
い
て
前
項
に
規
定
す
る
指
定
の
事
由
が
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
特
定

地
域
に
つ
い
て
同
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
解
除
す
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
解
除
は
、
告
示
に
よ
っ
て
行
う
。

４

都
道
府
県
知
事
は
、
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
、
当
該
都
道
府
県
に
つ
い
て
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
行
う
よ
う
要
請

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

市
町
村
長
は
、
当
該
市
町
村
の
属
す
る
都
道
府
県
の
知
事
を
経
由
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
、
当
該
市
町
村
に
つ
い

て
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
行
う
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
二
章

基
本
方
針
等

（
基
本
方
針
）

第
四
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
特
定
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
に
関
す
る
基
本

方
針
（
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

基
本
方
針
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
の
意
義
及
び
目
標
に
関
す
る
事
項

二

第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
計
画
の
作
成
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

三

特
定
事
業
そ
の
他
の
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
計
画
に
定
め
る
事
業
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

四

そ
の
他
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
情
勢
の
推
移
に
よ
り
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
基
本
方
針
を
変
更
す
る
も
の
と
す
る
。

４

国
土
交
通
大
臣
は
、
基
本
方
針
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

（
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
等
の
責
務
）

第
五
条

一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
で
あ
っ
て
特
定
地
域
内
に
営
業
所
を
有
す
る
も
の
及
び
こ
れ
ら
の
者
の
組
織
す
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る
団
体
（
以
下
「
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
が
地
域
公
共
交

通
と
し
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
、
当
該
特
定
地
域
に
お
い
て
、
地
域
に
お
け
る
輸
送
需
要
の
把
握
及

び
こ
れ
に
応
じ
た
適
正
か
つ
合
理
的
な
運
営
の
確
保
を
図
る
た
め
の
措
置
、
地
域
に
お
け
る
利
用
者
の
需
要
の
多
様
化
及
び

高
度
化
に
的
確
に
対
応
し
た
運
送
サ
ー
ビ
ス
の
円
滑
か
つ
確
実
な
提
供
を
図
る
た
め
の
措
置
そ
の
他
の
一
般
乗
用
旅
客
自
動

車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
の
責
務
）

第
六
条

国
は
、
特
定
地
域
に
お
い
て
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
等
そ
の
他
の
関
係
者
が
行
う
一
般
乗
用
旅
客
自
動

車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
に
関
す
る
取
組
の
た
め
に
必
要
と
な
る
情
報
の
収
集
、
整
理
、
分
析
及
び
提
供
、
助
言

そ
の
他
の
支
援
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

国
は
、
特
定
地
域
に
お
い
て
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
等
そ
の
他
の
関
係
者
が
行
う
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運

送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
に
関
す
る
取
組
と
相
ま
っ
て
、
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
を
推
進
す
る
た

め
、
検
査
、
処
分
そ
の
他
の
監
督
上
必
要
な
措
置
を
的
確
に
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

（
関
係
者
相
互
の
連
携
及
び
協
力
）
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第
七
条

国
、
地
方
公
共
団
体
、
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
等
そ
の
他
の
関
係
者
は
、
特
定
地
域
に
お
け
る
一
般
乗

用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
を
推
進
す
る
た
め
、
相
互
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
協
力
す
る
よ
う
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章

地
域
計
画
の
作
成
及
び
実
施

（
協
議
会
）

第
八
条

特
定
地
域
に
お
い
て
、
地
方
運
輸
局
長
、
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
、
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
等
、
一

般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
事
業
用
自
動
車
の
運
転
者
の
組
織
す
る
団
体
及
び
地
域
住
民
は
、
次
条
第
一
項
に
規
定
す

る
地
域
計
画
の
作
成
、
当
該
地
域
計
画
の
実
施
に
係
る
連
絡
調
整
そ
の
他
当
該
特
定
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車

運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
の
推
進
に
関
し
必
要
な
協
議
を
行
う
た
め
の
協
議
会
（
以
下
単
に
「
協
議
会
」
と
い
う
。

）
を
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

協
議
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
そ
の
構
成
員
と
し
て
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
に
資
す
る
他
の
事
業
を
営
む
者

二

学
識
経
験
を
有
す
る
者
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三

そ
の
他
協
議
会
が
必
要
と
認
め
る
者

３

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
協
議
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
協
議
会
が
定
め
る
。

（
地
域
計
画
）

第
九
条

協
議
会
は
、
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
特
定
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化

を
推
進
す
る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
地
域
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

地
域
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針

二

地
域
計
画
の
目
標

三

前
号
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
行
う
特
定
事
業
そ
の
他
の
事
業
及
び
そ
の
実
施
主
体
に
関
す
る
事
項

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
地
域
計
画
の
実
施
に
関
し
当
該
協
議
会
が
必
要
と
認
め
る
事
項

３

地
域
計
画
は
、
都
市
計
画
そ
の
他
法
律
の
規
定
に
よ
る
地
域
の
交
通
に
関
す
る
計
画
と
の
調
和
が
保
た
れ
、
か
つ
、
地
方

自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
四
項
の
基
本
構
想
に
即
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

地
域
計
画
は
、
そ
の
作
成
に
係
る
合
意
を
し
た
協
議
会
の
構
成
員
で
あ
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
が
当
該
地
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域
計
画
に
係
る
特
定
地
域
内
の
営
業
所
に
配
置
す
る
事
業
用
自
動
車
の
台
数
の
合
計
が
当
該
特
定
地
域
内
の
営
業
所
に
配
置

さ
れ
る
事
業
用
自
動
車
の
総
台
数
の
過
半
数
で
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

協
議
会
は
、
地
域
計
画
を
作
成
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
国
土
交
通
大
臣
に
送
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
地
域
計
画
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、
協
議
会
に
対
し
、
必
要
な
助
言
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

７

第
三
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
は
、
地
域
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
地
域
計
画
に
定
め
ら
れ
た
事
業
の
実
施
）

第
十
条

地
域
計
画
の
作
成
に
係
る
合
意
を
し
た
協
議
会
の
構
成
員
で
あ
っ
て
、
当
該
地
域
計
画
に
定
め
ら
れ
た
事
業
の
実
施

主
体
と
さ
れ
た
も
の
は
、
当
該
地
域
計
画
に
従
い
、
事
業
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

協
議
会
は
、
地
域
計
画
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
地
域
計
画
に
定
め
ら
れ
た
事

業
の
実
施
主
体
と
さ
れ
た
者
以
外
の
者
に
対
し
、
当
該
地
域
計
画
に
定
め
ら
れ
た
事
業
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
協
力
を
要

請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
特
定
事
業
計
画
の
認
定
）

第
十
一
条

地
域
計
画
に
お
い
て
特
定
事
業
に
関
す
る
事
項
が
定
め
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
地
域
計
画
の
作
成
に
係
る
合
意
を

し
た
協
議
会
の
構
成
員
で
あ
っ
て
、
特
定
事
業
の
実
施
主
体
と
さ
れ
た
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
単
独
で
又

は
共
同
し
て
、
当
該
地
域
計
画
に
即
し
て
特
定
事
業
を
実
施
す
る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
特
定
事
業
計
画
」
と
い
う
。
）
を

作
成
し
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
て
、
そ
の
特
定
事
業
計
画
が
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び

活
性
化
を
適
切
か
つ
確
実
に
推
進
す
る
た
め
に
適
当
で
あ
る
旨
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

特
定
事
業
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

特
定
事
業
の
内
容

二

特
定
事
業
の
実
施
時
期

三

特
定
事
業
の
実
施
に
必
要
な
資
金
の
額
及
び
そ
の
調
達
方
法

四

特
定
事
業
の
効
果

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
事
業
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
事
項
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項

３

特
定
事
業
計
画
に
は
、
特
定
事
業
と
相
ま
っ
て
、
地
域
計
画
に
基
づ
く
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
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活
性
化
を
推
進
す
る
た
め
、
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
譲
渡
又
は
譲
受
け
、
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者

た
る
法
人
の
合
併
又
は
分
割
、
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
供
給
輸
送
力
の
減
少
そ
の
他
経
営
の
合
理
化
に
資
す
る

措
置
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
事
業
再
構
築
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

一

内
容

二

実
施
時
期

三

効
果

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
事
項
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項

４

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
特
定
事
業
計
画
が
次
の
各
号

の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

一

特
定
事
業
計
画
に
定
め
る
事
項
が
基
本
方
針
に
照
ら
し
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

特
定
事
業
計
画
に
定
め
る
事
項
が
特
定
事
業
（
当
該
特
定
事
業
計
画
に
事
業
再
構
築
に
関
す
る
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
特
定
事
業
及
び
事
業
再
構
築
。
以
下
同
じ
。
）
を
確
実
に
遂
行
す
る
た
め
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
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と
。

三

特
定
事
業
計
画
に
定
め
る
事
項
が
道
路
運
送
法
第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
認
可

を
要
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
内
容
が
同
法
第
十
五
条
第
二
項
又
は
第
三
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
六
条
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

四

特
定
事
業
計
画
に
共
同
事
業
再
構
築
（
二
以
上
の
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
が
共
同
し
て
行
う
事
業
再
構
築

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
適
合
す
る
こ
と
。

イ

共
同
事
業
再
構
築
を
行
う
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
と
他
の
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
と
の
間

の
適
正
な
競
争
が
確
保
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
の
利
用
者
及
び
関
連
事
業
者
の
利
益
を
不
当
に
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
で
な
い
こ

と
。

５

前
項
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
当
該
認
定
に
係
る
特
定
事
業
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認

定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
変
更
の
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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７

第
四
項
の
認
定
及
び
第
五
項
の
変
更
の
認
定
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
。

（
公
正
取
引
委
員
会
と
の
関
係
）

第
十
二
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
二
以
上
の
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
の
申
請
に
係
る
特
定
事
業
計
画
（
共
同
事
業

再
構
築
に
係
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
前
条
第
四
項
の
認
定
（
同

条
第
五
項
の
変
更
の
認
定
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

当
該
認
定
に
係
る
申
請
書
の
写
し
を
公
正
取
引
委
員
会
に
送
付
す
る
と
と
も
に
、
公
正
取
引
委
員
会
に
対
し
、
当
該
送
付
に

係
る
特
定
事
業
計
画
に
従
っ
て
行
お
う
と
す
る
共
同
事
業
再
構
築
が
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
お
け
る
競
争
に
及

ぼ
す
影
響
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
国
土
交

通
大
臣
は
、
当
該
特
定
事
業
計
画
に
係
る
特
定
地
域
の
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
お
け
る
市
場
の
状
況
そ
の
他
の

当
該
意
見
の
裏
付
け
と
な
る
根
拠
を
示
す
も
の
と
す
る
。

２

公
正
取
引
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
送
付
を
受
け
た

特
定
事
業
計
画
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
も
の
と
す
る
。

３

国
土
交
通
大
臣
及
び
公
正
取
引
委
員
会
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
前
条
第
四
項
の
認
定
を
し
た
特
定
事
業
計
画
に
従
っ
て
す
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る
共
同
事
業
再
構
築
に
つ
い
て
、
当
該
認
定
後
の
経
済
的
事
情
の
変
化
に
よ
り
、
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
間
の

適
正
な
競
争
を
阻
害
し
、
又
は
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
の
利
用
者
及
び
関
連
事
業
者
の
利
益
を
不
当
に
害
す
る
こ
と
と

な
ら
な
い
よ
う
、
相
互
に
緊
密
に
連
絡
す
る
も
の
と
す
る
。

（
道
路
運
送
法
の
特
例
）

第
十
三
条

第
十
一
条
第
四
項
の
認
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
認
定
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
そ
の
認
定
に
係
る
特
定
事
業
計

画
（
以
下
「
認
定
特
定
事
業
計
画
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
実
施
す
る
特
定
地
域
の
住
民
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
の
運

送
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
に
係
る
旅
客
の
運
賃
及
び
料
金
を
定
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
道
路
運
送
法
第
九

条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
運
賃
及
び
料
金
を
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
を
も
っ

て
足
り
る
。

２

認
定
事
業
者
が
認
定
特
定
事
業
計
画
に
基
づ
き
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
事
業
計
画
（
道
路
運
送
法
第
五
条
第

一
項
第
三
号
の
事
業
計
画
を
い
う
。
第
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
変
更
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
認
定

事
業
者
が
当
該
認
定
を
受
け
た
こ
と
を
も
っ
て
、
同
法
第
十
五
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
、
又
は
同
条
第
三
項
若
し
く
は
第

四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。
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３

認
定
事
業
者
が
認
定
特
定
事
業
計
画
（
事
業
再
構
築
に
関
す
る
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
基
づ
き
一

般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
譲
渡
若
し
く
は
譲
受
け
又
は
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
た
る
法
人
の
合
併
若
し

く
は
分
割
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
認
定
事
業
者
が
当
該
認
定
を
受
け
た
こ
と
を
も
っ
て
、
道
路
運
送
法
第
三
十
六

条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

（
認
定
の
取
消
し
等
）

第
十
四
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
認
定
事
業
者
が
正
当
な
理
由
が
な
く
認
定
特
定
事
業
計
画
に
従
っ
て
特
定
事
業
を
実
施
し
て

い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
認
定
事
業
者
に
対
し
、
認
定
特
定
事
業
計
画
に
従
っ
て
当
該
特
定
事
業
を
実
施
す
べ
き
こ

と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
認
定
事
業
者
が
当
該
勧
告
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
そ
の
認
定
を

取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
認
定
特
定
事
業
計
画
が
第
十
一
条
第
四
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
い
も
の
と
な
っ
た
と
認
め

る
と
き
は
、
認
定
事
業
者
に
対
し
て
、
当
該
認
定
特
定
事
業
計
画
の
変
更
を
指
示
し
、
又
は
そ
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が

で
き
る
。
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第
四
章

特
定
地
域
に
お
け
る
道
路
運
送
法
の
特
例

第
十
五
条

特
定
地
域
に
お
い
て
、
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
が
当
該
特
定
地
域
内
の
営
業
所
に
配
置
す
る
そ
の
事

業
用
自
動
車
の
合
計
数
を
増
加
さ
せ
る
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
道
路
運
送
法
第
十
五
条
第
一
項
中
「
第
三
項
、
第

四
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
四
項
」
と
し
、
同
条
第
三
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２

特
定
地
域
の
指
定
が
解
除
さ
れ
た
際
又
は
特
定
地
域
の
指
定
期
間
が
満
了
し
た
際
現
に
さ
れ
て
い
る
前
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
す
る
道
路
運
送
法
第
十
五
条
第
一
項
の
認
可
の
申
請
で
あ
っ
て
、
前
項
に
規
定
す
る
事
業
計
画
の
変
更
に

係
る
も
の
は
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
し
た
届
出
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
特
定
地
域
の
指
定
期
間
の
満
了
後
引
き
続
き

当
該
地
域
が
特
定
地
域
と
し
て
指
定
さ
れ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
五
章

雑
則

（
資
金
の
確
保
等
）

第
十
六
条

国
は
、
地
域
計
画
に
定
め
ら
れ
た
事
業
の
推
進
を
図
る
た
め
に
必
要
な
資
金
の
確
保
、
融
通
又
は
そ
の
あ
っ
せ
ん

そ
の
他
の
援
助
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
報
告
の
徴
収
）
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第
十
七
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
認
定
事
業
者
に
対
し
、
認
定
特
定
事
業
計
画

に
係
る
特
定
事
業
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
権
限
の
委
任
）

第
十
八
条

こ
の
法
律
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
地
方
運
輸
局
長

に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
国
土
交
通
省
令
へ
の
委
任
）

第
十
九
条

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
実
施
の
た
め
必
要
な
事
項
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
十
条

こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
交
通
省
令
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
国
土
交
通
省
令
で

、
そ
の
制
定
又
は
改
廃
に
伴
い
合
理
的
に
必
要
と
判
断
さ
れ
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
所
要
の
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経

過
措
置
を
含
む
。
）
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
章

罰
則

第
二
十
一
条

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
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２

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、

前
項
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
同
項
の
刑
を
科
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
検
討
）

２

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、

そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

３

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
、
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
供
給
過
剰
の
状
況
等
を
勘
案
し
、
地
域
公
共

交
通
と
し
て
の
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
並
び
に
利
用
者
の
利
益
の
増
進
を
推
進
す
る
観
点

か
ら
、
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
、
運
賃
及
び
料
金
、
事
業
用
自
動
車
の
数
に
係
る
事
業
計
画
の
変
更
、
事

故
の
報
告
等
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
係
る
道
路
運
送
法
に
基
づ
く
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
早
急
に
検
討
を
加

え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
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４

政
府
は
、
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
が
地
域
公
共
交
通
と
し
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、

一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
事
業
用
自
動
車
の
運
転
者
の
登
録
等
に
関
す
る
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え

、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
道
路
運
送
法
の
一
部
改
正
）

５

道
路
運
送
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

第
九
条
の
三
第
二
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
「
加
え
た
も
の
を
超
え
な
い
も
の
」
と
あ
る

の
は
、
「
加
え
た
も
の
」
と
す
る
。

（
登
録
免
許
税
法
の
一
部
改
正
）

６

登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
百
二
十
五
号
中
「
又
は
第
三
十
四
条
第
二
項
」
を
「
若
し
く
は
第
三
十
四
条
第
二
項
又
は
特
定
地
域
に
お
け

る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第

号
）

第
十
三
条
第
二
項
（
道
路
運
送
法
の
特
例
）
」
に
、
「
同
法
第
二
十
二
条
第
三
項
」
を
「
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
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生
に
関
す
る
法
律
第
二
十
二
条
第
三
項
」
に
、
「
又
は
同
法
第
三
十
条
第
七
項
」
を
「
若
し
く
は
同
法
第
三
十
条
第
七
項
」

に
、
「
は
当
該
事
業
計
画
」
を
「
又
は
特
定
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
に
関

す
る
特
別
措
置
法
第
十
一
条
第
四
項
（
特
定
事
業
計
画
の
認
定
）
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
る
特
定
事
業
計
画
の
認
定
は
当
該
事
業
計
画
」
に
改
め
、
同
号

ロ
中
「
除
く
」
の
下
に
「
。
ハ
に
お
い
て
同
じ

（二）

」
を
加
え
、
同
号

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（二）

ハ

ロ
に
掲
げ
る
許
可
を
受
け
て
い
る
者
が
特
定
地
域
に
お
け
る
一

認
可
件
数

一
件
に
つ
き
五
千
円

（一）
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
に
関
す
る
特

別
措
置
法
第
二
条
第
五
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
特
定
地
域
内
の
営

業
所
に
配
置
す
る
事
業
用
自
動
車
（
道
路
運
送
法
第
二
条
第
八
項
（

定
義
）
に
規
定
す
る
事
業
用
自
動
車
を
い
う
。
）
の
合
計
数
を
増
加

す
る
こ
と
に
係
る
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
で
財
務
省
令
で
定
め
る

も
の












